
平塚市障がい福祉サービス事業所等通所交通費助成 
令和６年４月版 

平塚市では、障がい福祉サービス事業所等通所交通費助成について事業所による手続きのとりまとめをお

願いしております。以下の案内に沿って、手続きをお願いします。 

 

 

 

次の（１）～（３）の全てにあてはまる方が対象です。 

（１） （２） （３） 

次のいずれかの事業所等に通所

していること 

ア 就労移行支援事業所 

イ 就労継続支援事業所Ａ型 

ウ 就労継続支援事業所Ｂ型 

エ 自立訓練事業所 

オ 地域活動支援センター 

平塚市の費用負担（平塚市からの

支給決定等）により障害福祉サー

ビス等を受けていること 

１８歳以上であること 

 ※ただし、次の場合は対象となりません。（申請不要です。） 

・自転車、徒歩で通所している場合 

・事業所等から交通費や通勤手当を支給されている場合（全額でない場合、差額は対象） 

・事業所等の送迎車両により通所している場合 

・生活保護法の規定による被保護者 

 

 

 

３か月ごとに次の金額を助成します。助成金額の算出については、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経

路及び方法により算出します。 

 

（１）交通機関（バス、鉄道）を利用する方 

次のうちいずれか低い額 

①住居と事業所の通所に要した片道IC運賃×（交通機関を利用した）回数 

②６か月定期金額の1/2 

※支払い方法にかかわらずIC運賃で支給します。 

※障害者割引制度が適用される場合には、割引後の運賃額と定期金額により算定します。 

※通所先、通所回数にかかわらず、３か月ごとの支給上限額は１０万円となります。 

※運賃指定式 IC 定期券を販売している神奈川中央交通バスの路線を２路線以上利用している場合には、片道運

賃が最も高い区間の６か月定期券の半額が上限となりますのでご注意ください。運賃指定式 IC 定期券の詳細に

ついては神奈川中央交通(株)のHP等でご確認ください。 

 

（２）交通用具（自家用車、バイク）を利用する方 

下記助成額に交通用具を利用した３か月の（交通用具を使用した）回数を掛けた額 

 

 

 

 

 

 

裏面へ続く 

 

通所距離（片道） 助成額（片道）） 

５キロメートル未満 ５０円   

５キロメートル以上１０キロメートル未満 ７５円   

１０キロメートル以上 １２５円   

対 象 者 

助 成 金 額 



 

 

（１）「平塚市障害福祉サービス事業所等通所交通費助成申請書」…対象者１名につき１枚 

   ※新規で通所される方については、本人確認の書類として、障害福祉サービス受給者証のコピーを添付 

    前年度助成実績があり、継続して申請される方は障害福祉サービス受給者証のコピーの提出は不要です。 

（２）「委任状」…事業所ごとに対象者をまとめて記載 

（３）「平塚市障害福祉サービス事業所等通所報告書」…対象者１名につき１枚 

（４）「請求書」…１事業所につき１枚（個人払いの場合は対象者１名につき１枚） 

    

※平塚市ホームページから様式を印刷できますので、こちらを御利用ください。 

（トップページ＜健康・福祉＜メニュー一覧－福祉－障がい者＜７ その他の助成制度＜７－７ 平塚市障害

福祉サービス事業所等通所交通費） 

 

 

 

（１）１年に１回提出してもらう書類 

・「平塚市障害福祉サービス事業所等通所交通費助成申請書」 

・「委任状」（個人払いの場合は不要） 

   ※毎年４月に提出していただきます。継続利用の場合でも、毎年度申請が必要です。 

年度途中で通所を開始した場合には、通所開始後、すみやかにご提出ください。 

（２）３か月ごと（７月・１０月・１月・４月）に提出していただく書類 

   ・「平塚市障害福祉サービス事業所等通所報告書」 

・「請求書」 

※日付は空欄でご提出ください。 

※それぞれ支給対象期間終了後、翌月の１０日までに御提出ください。 

   ※支払いは原則として、報告月の翌月２０日頃に行います。 

 

 

 

（１）支払いは年４回です。３か月分をまとめて、原則として対象者からの委任を受けた事業所にお支払いしま

す。助成内訳については、後日に事業所単位で通知します。 

（２）通所方法等、申請書で届け出た内容に変更が生じた場合は、「通所変更等届出書」により速やかに届出を

してください。 

（３）万が一、偽りその他の不正な手段により交通費の助成を受けた場合は、助成金の返還が発生する場合があ

ります。 

（４）定期券を購入したからといって購入代金が支給されるわけではありません。通所回数によっては、定期券

を購入するより運賃×回数で算定した金額の方が低額になりますので、通所回数や方法を考慮し、定期券

を購入するかご検討ください。 

 

   

（事務担当は平塚市障がい福祉課地域生活支援担当）  

電話 ０４６３－２１－８７７４   

ﾌｧｸｽ ０４６３－２１－１２１３   

E-Mail shogai@city.hiratsuka.kanagawa.jp   

提 出 時 期 

そ の 他 

提 出 書 類 

mailto:shogai@city.hiratsuka.kanagawa.jp

